
下関市道路拡幅まちなみ更新補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、人口減少及び少子高齢化の進展が顕著な既成市街地にお

いて、交通利便性の高い居住誘導区域（都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第８１条第２項第２号の居住誘導区域をいう。以下同じ。）に

おける住環境向上を図り、また、安全安心なまちづくりに向けて、市民の理

解と協力のもと、居住の誘導に資する取組を進め、まちなみの更新を行うこ

とを目的として、円滑な救急活動及び避難、延焼防止等に資する狭あい道路

の拡幅に要する費用の一部を助成する下関市道路拡幅まちなみ更新補助金

（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 狭あい道路 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号。以下「法」とい

う。)第４２条第２項の規定により指定された幅員が４メートルに満たな

い道路をいう。 

 (2) 敷地後退線 法第４２条第２項の規定により道路の境界線とみなされる

線をいう。 

 (3) 後退用地 敷地後退線と土地の官民境界に挟まれた土地をいう。 

 (4) 隅切り線 道路が同一平面で交差し、接続し、及び屈曲する箇所におい

て、隅角部を切り取る場合の切り取り線をいう。 

 (5) 隅切り用地 敷地後退線と隅切り線とに挟まれた土地をいう。 

 (6) 隅切り等用地 隅切り用地及び道路の機能改善を目的に道路管理者が必

要と認めた用地をいう。 

 (7) 後退用地等 後退用地及び隅切り等用地をいう。 

 (8) 整備工事 後退用地等をそれに接している道路と同等となるよう整備を

するための工事をいう。 

 (9) 支障物件 後退用地等にあり、整備工事の支障となるものをいう。 

 (10) 支障物件に係る工事 後退用地等にある工作物の撤去若しくは移設又は

樹木の伐採等をいう。 

 (11) 建築主 狭あい道路に接する敷地で行う新築工事、建替工事その他建築

物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工

事を行う者をいう。 

 (12) 土地の所有者 狭あい道路に接する土地の所有権を有する者をいう。 

 (13) 建築主等 建築主及び土地の所有者をいう。 

 （補助金の交付対象） 



第３条 市長は、次の要件を満たす狭あい道路に接する後退用地等において、

次条に規定する補助対象事業を実施する建築主等に対し、補助金を交付する。 

 (1) 居住誘導区域内の道路であること。 

 (2) 国道、県道、幹線１級市道又は幹線２級市道に接続する道路であるこ

と。 

 (3) 市道認定された路線であること。 

 (4) 拡幅することで道路としての機能向上が図られることが認められる道路

であること。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、建築主等が、市税を滞納している場合

又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは同条第２号に規定する暴力団

若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者である場合若しくは役員にこ

れらの者がいる法人である場合は、補助金を交付しない。 

 （補助金交付の対象事業） 

第４条 この要綱による補助金の交付の対象とする事業（以下「補助対象事業」

という。）は、整備工事又は支障物件に係る工事のうち別表に掲げる事業の

いずれかに該当し、かつ、次の要件を満たすものとする。 

 (1) 当該整備工事又は支障物件に係る工事に係る後退用地等を下関市へ寄附

すること。 

 (2) 前号の規定により寄附する後退用地等には、抵当権、賃借権その他権利

の設定がなされていないこと。 

 (3) 整備工事及び支障物件に係る工事に要する費用を、建築主等が負担する

こと。 

 （補助金の額） 

第５条 交付する補助金の額は、補助対象事業に要する経費（以下「補助対象

経費」という。）の額とする。ただし、補助対象事業ごと及び補助対象経費

の種別ごとの補助金の限度額は別表に掲げるとおりとし、１会計年度におけ

る建築主等１人当たりの補助金の限度額は１００万円とする。 

２ 前項の補助金の額に、１,０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。 

 （事前協議） 

第６条 建築主等は、補助対象事業を行おうとし、及び補助金の交付を受けよ

うとする場合は、下関市道路拡幅まちなみ更新補助金事前協議申出書（様式

第１号）に補助対象事業を行おうとする後退用地等に係る次に掲げる書類を

添えて、これを市長に提出し、後退用地等について市長との協議（以下「事

前協議」という。）を行うものとする。 



 (1) 位置図 

 (2) 登記事項要約書 

 (3) 公図の写し 

 (4) 実測平面図 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

 （事前協議確認書） 

第７条 市長及び建築主等は、事前協議が成立したときは、下関市道路拡幅ま

ちなみ更新補助金事前協議確認書（様式第２号）を取り交わすものとする。 

２ 建築主等は、下関市道路拡幅まちなみ更新補助金事前協議確認書に定めが

ない事項で疑義が生じた場合又は何らかの事由により補助対象事業を中止し

ようとする場合は、市長に対し、再協議の申し出を行うことができるものと

する。 

 （補助金の交付申請）  

第８条 補助金の交付を申請しようとする者は、下関市道路拡幅まちなみ更新

補助金交付申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、これを市長に

提出しなければならない。 

 (1) 事業計画書（様式第４号） 

 (2) 下関市道路拡幅まちなみ更新補助金事前協議確認書の写し 

 (3) 補助対象事業を実施し、下関市へ寄附しようとする後退用地等に係る寄

附採納可否決定通知書の写し 

 (4) 補助対象経費に係る根拠資料（見積書の写し等） 

 (5) 市税の滞納なし証明書 

 (6) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の者は、次条の規定による補助金の交付の決定前に補助対象事業に着

手してはならない。 

 （補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審

査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたと

きは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。 

 （交付の条件）  

第１０条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付

の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができ

る。  

 （決定の通知）  



第１１条 市長は、第９条の規定により補助金の交付を決定したときは、下関

市道路拡幅まちなみ更新補助金交付決定通知書（様式第５号）により、当該

申請者に通知する。  

２ 市長は、第９条の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認

めるときは、補助金を交付しない旨を当該申請者に通知するものとする。  

 （事業の推進）  

第１２条 前条第１項の規定による補助金の交付決定通知を受けた者（以下

「補助事業者」という。）は、適切に事業を推進しなければならない。  

 （申請の取下げ）  

第１３条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき

は、書面により当該補助対象事業に係る補助金の交付の申請を取り下げるこ

とができる。  

２ 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定はなかったものとする。  

 （補助対象事業の変更に係る承認の申請等）  

第１４条 補助事業者は、補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分を変更

しようとするときは、あらかじめ当該変更に係る申請書を市長に提出して、

その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更を軽微な変更と

認めるときは、この限りでない。  

２ 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助

対象事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助対

象事業の遂行の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなけ

ればならない。  

３ 市長は、第１項の申請書の提出又は前項の書類の提出を受けた場合には、

補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した

条件を変更することができる。  

４ 前項の場合においては、第１１条の規定を準用する。  

 （実績報告）  

第１５条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から

起算して２０日を経過した日又は当該会計年度末日のいずれか早い日まで

に、下関市道路拡幅まちなみ更新補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲

げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。  

 (1) 補助対象経費に係る領収書の写し  

 (2) 補助対象事業の実施前及び実施後の状況が分かる記録写真  

 (3) その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定）  



第１６条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を

審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助対象事業が適切に実施さ

れたと認めるときは、補助金の額を確定し、下関市道路拡幅まちなみ更新補

助金交付確定通知書（様式第７号）により当該補助事業者に通知するものと

する。 

 （是正のための措置）  

第１７条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、

当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを

補助事業者に対して指示することができる。  

２ 第１５条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業につ

いて準用する。  

 （補助金の交付請求）  

第１８条 第１６条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けよう

とするときは、下関市道路拡幅まちなみ更新補助金交付請求書(様式第８号)

を市長に提出しなければならない。  

 （補助金の交付）  

第１９条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、こ

れを審査し、適当であると認めるときは、当該請求をした補助事業者に当該

請求額を交付するものとする。  

 （関係書類の整備等）  

第２０条 補助事業者は、補助対象事業の実施状況及び経費の収支に関する帳

簿その他関係書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備

し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起

算して５年間これを保管しなければならない。  

 （補助金の交付決定の取消し等）  

第２１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

対象事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。  

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

 (3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、

又は市長の指示に従わなかったとき。  

 (4) この要綱に違反したとき。  

 (5) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。  

 (6) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。  



２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助

事業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。  

３ 前２項の規定は、第１６条の規定による補助金の額の確定があった後にお

いても適用する。  

 （検査等）  

第２２条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、

報告を求め、若しくは補助対象事業の実施上必要な指示をし、又は第２０条

の帳簿その他関係書類について検査をすることができる。  

 （その他）  

第２３条 この要綱の運用に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１０月１０日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和７

年度以前の予算に係る補助金の取扱いについては、この要綱は、同日後もな

おその効力を有する。 

  



別表（第４条、５条関係） 

補助対象事業 補助限度額 

ア 擁壁を除く工作物の撤去及

び新設 

 

①塀   見付面積１㎡につき 29,000 円 

②門柱  １本につき 90,000 円 

③門扉  １組につき143,000円（既存の

門扉を流用する場合は、１組

につき 34,000 円） 

イ 擁壁を除く工作物及び樹木

の撤去 

①塀   見付面積１㎡につき 5,000 円 

②門柱  １本につき 19,000 円 

③門扉  １組につき 5,000 円 

④生け垣を構成するもの及び低木以外の 

 樹木  １本につき 13,000 円 

⑤生け垣 １ｍにつき 8,000 円 

ウ 擁壁の撤去及び新設 高さ 0.5～1ｍ 幅１ｍにつき 70,000 円 

高さ 1～2ｍ  幅１ｍにつき 91,000 円 

高さ 2ｍ以上  幅１ｍにつき 107,000 円 

エ 擁壁の撤去 見付面積  １㎡につき 28,000 円 

オ 水道管、ガス管、排水管等

（以下「埋設物」という。）

の撤去及び新設 

当該撤去及び新設に要する額 

 

カ 道路管理者から寄附採納の

要件として事前に承認を得た

内容で行う整備工事の内、道

路舗装、道路側溝等の排水施

設整備及び安全対策 

①道路舗装 舗装面積１㎡につき5,000円 

②道路側溝等の排水施設整備及び安全対

策 当該整備工事に要する額 

キ 後退用地を市に寄附するた

めに行う測量及び分筆 

当該測量及び分筆に要する額 

 ※建築主等１人当たり、１会計年度において１００万円を上限とする。 

  


